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第　５６　号

　　　令和７年度熊本県病院事業会計予算

　（総　則）

第 １条　令和７年度熊本県病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

　（１）病　床　数  150床

　（２）年間患者数

　　　　　入　　　　院  35,405人

　　　　　外　　　　来  22,748人

　（３）一日平均患者数

　　　　　入　　　　院  97人

　　　　　外　　　　来  94人

　（収益的収入及び支出）

第 ３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　入

　第１款　病院事業収益 1,664,284千円

　　第１項　医　業　収　益 700,063千円

　　第２項　医業外収益 964,221千円

支　　　　　　出

　第１款　病院事業費用 1,663,235千円

　　第１項　医　業　費　用 1,648,326千円

　　第２項　医業外費用 14,409千円

　　第３項　予　備　費 500千円

　（資本的収入及び支出）

第 ４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支

出額に対し不足する額146,821千円は、当年度分損益勘定留保資金114,785千円及び減債

積立金32,036千円で補てんするものとする。）。

収　　　　　　入

　第１款　資本的収入 391,962千円

　　第１項　企　業　債 172,000千円

　　第２項　一般会計負担金 219,962千円

支　　　　　　出

　第１款　資本的支出 538,783千円

　　第１項　建設改良費 179,340千円

　　第２項　企業債償還金 354,443千円

　　第３項　予　備　費 5,000千円

　（積立金の目的外使用）

第 ５条　利益積立金のうち32,036千円を減債積立金に目的外使用する。
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　（企業債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。
起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

病院事業設備等
更 新 事 業 172,000

（借入先）
　銀行、地方公共団
体金融機構、財務省、
会社、その他
（借入方法）
　証書借入又は証券
発行
（その他）
　工事、財政その他
の都合により、一部
又は全部を翌年度以
降に繰り下げて借り
入れることができ
る。
　発行価格が額面金
額を下回るときは、
その発行差額をうめ
るため必要な金額を
加算した額を限度額
とすることができ
る。

年5.0％
以　内

（ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる資金に
ついて、利
率の見直し
を行った後
においては、
当該見直し
後の利率）

　据置期間を含め
30年以内
　半年賦元利均等
償還又は元金均等
償還等
　ただし、財政そ
の他の都合によ
り、繰上償還をな
し、又は借換えを
することができ
る。

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 ７条　次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければなら

ない。

　（１）職員給与費  1,009,247千円

　（２）交　際　費  70千円

　（たな卸資産の購入限度額）

第８条　たな卸資産の購入限度額は、100,000千円と定める。

　　令和７年２月１９日提出

熊本県知事　木　村　敬　　　

千円


